
１　件名案件名

　移動型デジタル式汎用一体型Ｘ線透視診断装置
　

２　メーカー名、構成等

　下記の物品の見積数量の合計額を入札金額として提示すること。

メーカー名 品名 規格（型番） 見積数量

富士フイルムメディ

カル株式会社

移動型Ｘ線透視診断装置 COREVISION

3D 200V

Z CARMUNIT 3D 200V

302906_200V
１式

空気カーマ線量表示 CV Z AIR KERMA 30268 １式

ビデオコネクタ CV Z CCIR 30796 １個

近接被曝防止用アタッチメント CV
Z SKIN PROTECTION TUBE

302753
１式

10m電源ケーブル CV Z 10M POWER CABLE 302927 １本

3D標準オプションパッケージ CV 3D Z 3D OPTION 302839 3D １式

整形/外傷オプション CV 3D
Z ORTHO/TRAUMA PACKAGE

302890 3D
１式

3D用ファントム（アイソセンターキャリ

ブレーション用）CV 3D

Z PHANTOM FOR 3D 302851

3D
１式

3D用ファントム（DIN 6868-150用）

CV 3D

Z PHANTOM DVT3D FOR 3D

302852 3D
１式

3D用ファントムテストキット CV 3D Z TEST KIT 302853 3D １式

ビデオコネクタ（アナログ×2、DVI×

2） CV

Z 2DVI/2ANALOGCONNECTOR

302776
１式

DVD-RWドライブ CV Z DVD-RW DRIVE 30369 １個

CR/DR設置消耗品キット SETTI KIT/M １式

3Dナビシステム連携ソフト（Medtronic

用）CV 3D

Z NAVI3D MEDTRONIC

302872
１式

IVRパッケージ（HYBRID）
Z IVR PACKAGE FOR 3D

302849 3D
１式

3Dナビゲーションシステム連携パッケー

ジ CV
Z NAVIPORT 3D 302869 3D １式

ビジョンセンター用スタンド CV LD/3D
Z MOBILE CART 302811

LD/3D
１台

関節式モニターアーム CV LD/3D Z ARTCLD MON ARM 302915 １個
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ワイヤレスアクセスポイント（モニタ

カート用）CV
Z WLAN W1 KIT 30210 １式

Cアームカバー 180×30cm CS-1830 １式

装置側面ファスナー CBMT-15 ２式

Ziehm RFD 3D Interface Kit 9736093 １式

　※搬入・設置及び調整等に係る一切の費用を含むこと。

　※当院設置のナビゲーションシステムとの連携作業及びキャリブレーション作業に係る費用を含むこと。

３　納期

　令和８年１１月３０日

　※実際の納入日については、事前に病院局職員（以下、「職員」という。）と協議すること。

４　納入場所

　高松市立みんなの病院３階　手術室

５　契約に関する基本要件

（１）金額は上記仕様に基づく機器一式の費用に加えて、所轄官庁への申請に必要な書類、また、必要な

　　設置工事及び撤去に要する一切の費用を含んだ合計金額を提示すること。仕様の変更は認めない。

（２）落札後、機器設置に際して一次側設備に変更・追加が必要な場合には、必要書類を速やかに提出す

　　るとともに、職員との連携を密にし、機器設置（導入）に係る必要事項について詳細な打ち合わせを

　　行うこと。

（３）機器搬入に当たっては、必要に応じて、その搬入経路の壁・床等必要な個所の養生等を施すこと。

　　また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。

（４）機器据付時に壁貫通の周囲やその据付部と躯体との取り合いが生じる場合は、職員の指示のもと、

　　病院建物に準じた仕上げとすること。

（５）搬入据付に際し、建物等に損害を与えた場合、又は汚した場合は、速やかに職員に報告し、自己の

　　責任において原状復帰、清掃を行い、職員の確認を得ること。

（６）機器搬入及び据付けに当たっては、スケジュール表を事前に提出し、職員に承認を得るものとする。

　　また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。

（７）取り付け及び付帯など二次側工事ついては、受注者の負担とする。

（８）機器搬入及び据付工事に必要とする病院内での一般光熱水費は原則として病院側が負担するが、溶

　　接ガス等特殊なものは受注者の負担とする。

（９）機器の搬入、据付け、配線、調整及びトレーニングに係る費用は、全て入札金額に含むものとする。

（10）機器の納品検収後、職員に対して仕様説明及び訓練を実施し、稼働時にはその技術を習得できるよ

　　う十分な指導をすること。

（11）納入後においても一定期間は機器稼働時に技術者を派遣・立会いさせ、機器の稼働性能を確認する

　　とともに、職員の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、職員と協議するこ

　　と。

（12）落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院

　　と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。

（13）職員への取扱説明の日程は、職員の指示に従い、誠意をもって対応すること。

（14）本調達物品に関するドキュメント（仕様書、システム構成図、配線系統図、問合せ連絡体制表等）、

　　操作マニュアル及び障害時の復旧手順書は日本語版で２部以上提供すること。

（15）担保責任について、受注者は引き渡した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しな
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　　いもの（以下「契約不適合」といいます。）であるときは、その修補、代替物又は不足物の引渡しに

　　よる履行の追完請求を受ける責任を負います。また、発注者がその請求等をできる期間は、引き渡さ

　　れた物品が契約不適合（数量に関する不適合を除きます。）であることを知った日から１年以内です。

（16）主要機器の無償保証期間は機器引渡し後１年とし、期間中に生じたトラブル等については十分把握

　　し、速やかに完全な機能の状態にすること。なお、期間中は必要な点検を行うとともに、故障状況は

　　その都度、職員に報告し承認を受けること。

（17）その他、当仕様書に記載のない事項については、適宜職員との協議に応じること。
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